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町
村
合
併
の

「
都
市
型
し
と
「
農
村
型
L

島

恭

彦

一
、
問
題

の

提

起

現
在
の
町
村
合
併
は
ぞ
の
規
模
の
大
き
さ
で
、
明
治
二
二
年
白
モ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
町
村
合
併
は
一
年
聞
に
七

一
、
=
二
四
町
村
を
一
豆
、
八
二

O
町
村
に
減
少
さ
せ
た
が
、
昭
和
二
八
年
一

O
且
に
始
ま
っ
た
町
村
合
併
は
九
、
八
九
五
町
村
を
三

一
年
九
月
三

O
日
現
在
て
三
、
九
七
三
町
村
に
ま
で
減
少
さ
せ
た
。
た
ん
に
極
め
て
短
期
間
の
中
に
多
数
の
町
村
を
消
滅
さ
せ
た
と
い

う
こ
と
だ
け
て
、
己
の
二
つ
の
町
村
合
併
は
、
モ
の
聞
の
六

O
数
年
D
歴
史
に
も
か
か
わ
b
ず
、
比
較
さ
る
べ
空
何
も
白
か
を
も
っ
て

い
る
。
こ
と
に
現
代
の
町
村
合
併
の
歴
史
的
、
社
会
的
意
義
を
究
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
明
治
の
合
併
が
比
較
上
と
り
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

い
ま
簡
単
に
二
つ
の
町
村
合
併
を
比
較
し
て
、
明
治
の
合
併
は
、
自
由
民
権
運
動
の
廃
嘘
白
上
に
天
皇
制
の
中
央
集
権
機
構
と
そ
の

地
方
支
阻
機
構
、
市
制
町
村
制
と
が
確
立
さ
れ
る
時
期
に
相
応
す
る
、
こ
れ
に
反
し
て
現
代
の
そ
れ
は
新
し
い
地
方
自
治
法
と
モ
白
下

に
沿
け
る
民
主
的
な
地
方
自
治
白
発
展
と
い
う
事
態
に
照
応
す
る
、
だ
か
ら
明
治
の
合
併
は
専
制
的
て
あ
り
、
現
代
の
そ
れ
は
民
主
的

で
あ
る
と
い
う
よ
う
友
結
論
を
引
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
粗
雑
で
あ
る
。
ま
づ
明
治
の
合
併
と
の
表
面
的
左
比
較
か

b
て

町
村
令
俳
の
「
都
甘
型
」
と
「
良
材
型
」

車
七
十
九
巻

三
四
九

蔀
主
U
T



町
村
骨
併
D

「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

三
五

O

第
五
号

も
出
て
く
る
一
つ
の
共
通
点
、
即
ち
極
め
て
短
期
間
に
六

O
M余
白
町
村
の
消
滅
を
と
も
な
う
大
合
併
、
自
治
庁
白
役
人
が
「
静
か
な

る
草
命
」
と
呼
称
し
た
合
併
を
強
行
し
た
力
は
決
し
て
人
民
の
も
D
て
な
く
、
戦
時
か
ら
戦
後
へ
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
た
強
大
左
中
央

集
権
機
構
D
も
つ
力
て
あ
る
。
戦
後
の
民
主
的
地
方
自
治
の
発
展
は
疑
う
べ
く
も
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
町
村
合
併
に
関
す
る
限
り
基

本
的
に
己
の
力
士
無
視
ナ
*
へ
き
て
は
左
い
と
思
う
。
己
白
点
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ゼ
立
入
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
て
は
明
治
の
町
村
合
併
が
専
制
的
、
中
央
集
権
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
モ
白
中
に
「
地
主
的
地
方
自
治
」
(
以
下
「
地
主
的
自
治
」

ι
時
)
白
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
た
己
と
を
無
視
す
べ
き
ぞ
は
た
い
。
明
治
の
合
併
が
明
治
政
府
の
末
端
に
つ
ら
な
る
強
力
な
行
政
村
の

確
立
を
め
ざ
し
て
、
徳
川
期
よ

p
つ
づ
く
日
村
、
農
民
自
共
同
体
を
破
壊
し
て
行
く
政
策
で
あ
っ
た
己
と
は
、
町
村
合
併
に
つ
づ
い
て

幾
多
の
行
政
村
確
立
の
措
置
干
部
落
有
財
産
の
統
一
政
策
が
精
力
的
に
打
出
さ
れ
て
行
〈
己
と
か
b
明
か
で
あ
る
。
モ
の
限
り
て
己
れ

は
自
由
民
権
運
動
に
つ
ら
な
る
農
民
的
所
有
や
商
品
生
産
の
発
展
に
よ
ヲ
て
共
同
体
を
解
体
さ
せ
、
民
主
的
な
自
治
体
を
つ
く
り
出
す

ヨ

l
ス
に
対
抗
し
て
、
上
か
ら
寄
生
地
主
制
由
発
展
の
方
向
に
新
町
村
を
建
設
し
て
行
く
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
一
E
え
る
。
モ
の
意
味
て
、

明
治
の
町
村
合
併
は
寄
生
地
主
の
所
有
と
そ
の
勢
力
圏
に
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
す
る
政
策
ゼ
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
o
事
実
大

豆
八
年
の
等
級
制
選
挙
方
式
の
撤
厨
に
い
た
る
ま
で
所
有
財
産
に
よ
る
公
民
権
の
制
限
に
よ
っ
て
農
村
住
民
自
何
分
の
一
か
が
、
村
の

政
治
行
政
を
掌
握
し
て
い
た
D
で
あ
っ
て
、
明
治
の
地
方
自
治
と
は
要
す
る
に
地
主
達
が
彼
等
の
利
益
に
な
る
工
う
な
土
木
湛
瓶
事
業

や
入
会
地
の
売
買
キ
地
方
の
起
債
等
を
「
公
共
事
務
」
と
し
て
議
決
し
、
こ
の
事
業
の
た
め
の
費
用
を
農
民
に
地
方
税
や
夫
役
と
し
て

賦
課
す
る
己
と
を
「
公
法
佑
」
ず
る
手
段
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
「
地
主
的
自
治
」
白
第
一
の
意
味
は
こ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
て
寄
生
地
主
制
を
基
礎
と
す
る
行
政
村
田
確
立
は
、
こ
白
地
主
制
に
固
有
な
性
格
D
故
に
ま
た
不
完
全
に
し
か
遂
行
さ

れ
た
か
っ
た
。
寄
生
地
主
制
は
そ
れ
に
従
属
す
る
多
数
P
零
細
農
民
を
も
っ
。
こ
の
零
細
農
民
は
彼
等
白
あ
く
れ
た
農
業
生
産
を
補
完



す
る
た
め
に
共
同
体
的
所
有
(
部
落
有
山
林
等
)
に
依
存
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
行
政
村
の
確
立
は
す
で
に
述
ベ
た
よ
う
に
、
共
同

体
の
破
壊
と
部
落
有
財
産
白
統
一
を
、
必
要
と
す
る
が
、
巴
れ
を
極
限
に
ま
で
お
し
進
め
て
、
地
主
対
農
民
の
金
村
的
な
対
立
を
ひ
き
治

己
宵
ぬ
た
め
に
、
共
同
体
主
温
存
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
行
政
村
に
ま
で
到
達
し
た
中
央
政
府
の
行
政
作
用
は
こ
う
し
て
共
同
体
の

櫨
適
作
用
主
通
じ
て
、
部
落
内
の
地
主
的
支
鹿
に
切
り
か
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
出
来
上
っ
た
行
政
村
は
一
耳
は
ば
不
透
明
な
内

容
を
も
ち
、
農
村
行
政
の
平
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
様
々
の
地
主
的
支
配
機
構
、
農
村
行
政
の
補
完
組
織
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
o

己
れ

が
「
地
主
的
自
治
」
の
第
二
白
側
面
て
あ
る
。
明
治
の
町
村
合
併
は
、
己
白
よ
う
な
行
政
村
を
形
成
し
、

的
基
盤
士
、
他
方
て
「
地
主
的
自
治
」
を
保
障
す
る
機
構
を
つ
く
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
の
町
村
合
併
の
歴
史
的
悲
意
義
づ
け
を
一
応
こ
の
よ
う
に
行
う
と
す
れ
ば
、
現
代
の
町
村
合
併
は
そ
の
後
数
十
年
白
日
本
資
本

一
方
で
中
央
集
権
制
の
地
方

主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
た
寄
生
地
主
制
の
衰
退
と
「
地
主
的
自
治
」
の
弱
佑
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
一
買
え
よ
う
。
し
か
し

地
主
制
D
衰
退
は
他
面
て
農
村
に
沿
け
る
民
主
的
自
治
の
成
長
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
己
の
側
面
だ
け
か
ら
現
代
の
町
村
合

併
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
地
主
的
自
治
」
の
衰
退
、
つ
ま
り
民
主
的
自
治
の
成
長
は
、
農
村
の

共
同
体
か
ら
解
放
さ
れ
た
階
級
対
立
の
金
村
的
な
展
開
を
も
た

b
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
主
的
支
配
体
制
の
弱
化
を
補
強
す
る
た
め

に
新
た
左
独
占
資
本
主
義
の
中
央
集
権
制
白
一
環
て
あ
る
強
力
な
行
政
村
の
出
現
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
弱
小
町
村
の
整
理
と
新
た
在
町
村
合
併
を
進
め
る
力
と
を
つ
く
り
出
し
て
行
〈
で
あ
ろ
う
。
己
の
過
程
は
お
よ
そ
大

E
の
末
期
か
ら

は
じ
ま
っ
て
い
る
。
現
代
の
町
村
合
併
も
こ
の
よ
う
左
歴
史
的
発
展
の
方
向
て
理
解
さ
れ
れ
ば
去
ら
な
い
と
思
う
a

従
っ
て
本
稿
て
は
、

大
正
期
に
お
け
る
地
主
制
。
危
機
に
は
じ
ま
る
農
村
財
政
白
変
質
過
程
を
追
求
し
、
現
代
の
町
村
合
併
を
そ
う
い
う
歴
史
的
過
程
の
総

結
と
し
て
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。

町
村
合
俳
の
「
都
市
型
」
主
「
農
村
型
」

第
七
十
九
悲

五

革
五
号



町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

ア
}
パ
ヱ
ゼ

l
ジ
ョ
ン

さ
て
本
論
に
入
る
前
に
、
農
村
の
「
都
市
化
」
に
よ
っ
て
他
白
都
市
に
吸
収
さ
れ
る
と
H
Aノ
合
併
白
問
題
を
み
て
》
一
き
た
h
o
「町

村
合
併
促
進
法
」
白
第
二
条
に
も
二
つ
以
ム
の
町
村
が
一
つ
の
新
た
な
町
村
を
つ
〈
る
「
対
等
合
併
」
の
場
合
と
、
町
村
の
全
部
叉
は

一
部
が
他
の
町
村
又
は
市
に
編
入
さ
れ
る
「
編
入
合
併
」
と
を
区
別
し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
町
村
合
併
計
画
て
は
、
人

車
七
十
九
巻

五

第
五
号

1"1 

口
八
千
人
未
満
白
八
、
三
三
三
町
村
の
中
一
、
五

O
O
町
村
が
編
入
合
併
さ
れ
る
場
合
と
、
残
り
の
六
、
八
三
一
一
一
町
村
が
平
均
凶
ケ
町

村
づ
っ
て
も
っ
て
新
た
な
一
町
村
(
計
一
、
七

O
八
町
村
)
を
つ
く
る
対
等
合
併
の
場
合
と
を
予
想
し
て
い
る
。
法
律
や
政
府
白
計
画

上
の
概
念
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
乙
己
に
云
う
町
村
合
併
の
「
都
市
型
L

と
い
う
白
は
所
謂
編
入
合
併
白
一
怖
に
大
体
相
当

す
る
し
、
他
は
犬
休
こ
こ
て
の
「
農
村
型
」
て
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

町
村
合
併
白
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」
と
は
そ
の
社
会
経
済
的
左
内
容
で
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
「
農
村
型
」
を
主

題
と
し
て
と

D
あ
げ
る
た
め
に
は
、
「
都
市
型
」
の
特
貨
を
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
。
町
村
合
併
が
政
府
の
指
導
に
よ

り
大
規
模
に
強
行
さ
れ
た
明
治
の
合
併
と
戦
後
の
合
併
と
に
治
い
て
は
、
当
仲
間
「
農
村
型
」
の
合
併
が
多
か
っ
た
し
、
政
府
の
狙
い
も

農
村
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
大
合
併
を
つ
な
ぐ
資
本
主
義
発
展
白
金
時
期
に
わ
た
っ
て
、
町
村
合
併
は
そ
の
件

数
か
b
み
る
と
非
常
に
ゆ
る
ヤ
か
に
進
与
、
そ
の
内
容
も
「
都
市
型
L

で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
と
と
か
ら
し
て
私
達
は
「
農

村
型
」
合
併
は
上
か
b
の
指
導
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
、
「
都
市
型
」
合
併
は
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
「
自
成
的
」
に
進
行
す

る
と
一
応
み
て
よ
い
。
勿
一
論
行
政
団
体
白
統
合
て
あ
る
以
上
上
か
ら
の
指
導
や
干
渉
が
全
く
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
農
村
氏

資
本
主
義
の
発
展
が
た
い
と
い
う
の
で
も
た
い
。
し
か
し
「
都
市
型
L

の
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
白
資
本
主
義
佑
が
急
速
に
行
財
政
の

内
部
矛
盾
に
ま
て
高
ま
っ
て
そ
の
地
域
に
治
け
る
合
併
の
気
運
世
押
し
進
め

τ行
く
。
と
れ
に
対
し
て
「
農
村
型
」
白
場
合
は
、
地
域

の
資
本
主
義
化
は
個
々
の
農
村
に
つ
い
℃
み
れ
ば
、
モ
の
行
政
の
内
部
矛
盾
を
そ
う
急
散
に
高
め
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ



そ
う
い
う
矛
盾
が
全
農
村
の
行
政
に
拡
大
し
て
終
に
は
園
の
地
方
行
政
機
構
、
い
社
会
国
家
機
構
山
内
部
矛
盾
と
し
て
高
ま
っ
て
、
国

家
権
力
が
自
b
の
機
構
そ
の
も
の
を
主
体
的
に
再
編
修
王
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
に
、
「
農
村
型
」
合
併
は
一
挙
に
す
す
め
b
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
、

「
都
市
型
」
合
併
を
、
件
数
は
少
い
が
、
資
本
主
義
発
展
山
全
時
期
に
わ
た
っ

τ散
在
さ
せ
、
「
農
村
劉
」

合
併
を
日
本
の
政
治
経
治
白
歴
史
上
二
つ
の
典
型
期
に
「
静
か
在
る
革
命
」
臼
形
て
集
中
古
せ
た
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

、

「
都
市
型
」
合
併
に
つ
い
て

駄
に
の
ベ
た
上
う
に
、
町
村
数
の
七
八
v
p
t
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
明
治
二
一
一
年

ω
大
合
併
か
ら
今
度

ω
大
合
併

ω
直
前
の
昭
和
一
一
五

年
に
至
る
六
一
年
間
の
町
村
減
少
数
は
五
、

O
七
一
、
し
た
が
っ
て
一
年
当
り
八
=
~
件
止
な
り
一
、
毎
年
一
道
府
県
当
り
一
な
い
し
二
町
村

臼
減
少
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
期
間
の
中
て
「
都
市
型
」
合
併
D
行
わ
れ
た
時
期
を
と
れ
ば
、
明
治
木
胡
か
ら
大
王
矧
を

は
さ
ん
で
昭
和
の
初
期
ま
で
で
あ
る
。
も
っ
と
も
昭
和
一

O
年
以
降
は
軍
需
産
業
の
発
展
に
よ
る
地
方
都
市

ω増
加
、
市
制
胞
行
と
市

域
拡
張
が
激
増
し
て
く
る
心
だ
が
、
己
れ
は
戦
争
経
済
と
い
う
特
殊
た
事
情
が
あ
る
の
て
除
く
こ
と
に
す
る
。
こ

ω
時
刻
の
市
制
施
行

と
市
域
拡
張
と
を
明
治
二
二
年
の
大
合
併
の
行
は
れ
た
直
後
の
時
刻
と
の
比
較
に
沿
い
て
示
し
て
み
る
と
第
一
表
む
よ
う
て
あ
る
。
大

正
一

O
年
は
中
間
団
体
て
あ
る
郡
白
廃
止
さ
れ
た
年
て
、
郡
制
廃
止
は
町
村
合
併
促
進
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

ω
時
期
に

も
キ
位
り
↓
巾
域
拡
張
に
よ
る
合
併
白
方
が
、
件
数
よ
り
み
て
も
関
係
町
村
数
よ
り
み
て
も
多
か
っ
た
。
こ
白
「
都
市
型
」
合
併
を
支
え

て
H
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
口
の
都
市
集
中
て
あ
る
。
こ
れ
を
こ
の
期
間
に
お
け
る
人
口
段
階
別
市
町
村
の
人
口
移
動
に
つ

い
て
み
る
と
第
二
表
の
通
り
て
あ
る
。
即
ち
五
千
人
未
満
段
階
の
小
規
模
町
村
の
人
口
は
絶
対
的
に
減
少
し
て
い
る
が
、
中
規
模
り
町

村
の
人
口
は
人
口
総
数
の
逓
増
よ
り
も
や
や
高
い
割
合
て
増
加
す
る
σ

然
る
に
五
百
μ
以
上
白
都
市
の
人
口
は
己
の
期
間
に
二
倍
以
上
に

町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

軍
七
十
九
巻

五

第
五
号

"3i 



町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

五
回

事
五
号

な
り
、
特
に
心
人
五
七
年

l
昭
和
五
年
目
期
間
白
増
加
が
著
し
い
。
己
り
よ
う
な
資
11主
義
の
発
展
に
基

く
人
口
り
都
市
集
中
を
基
礎
に
し
亡
、
第
一
表
の
よ
う
な
市
制
施
行
、
市
域
拡
硬
に
よ
る
町
村
合
併
が

行
わ
れ
亡
い
る
己
と
は
、
乙
白
一
期
聞
の
合
併
が
「
都
市
型
」
合
併
て
あ
る
己
と
を
物
語
ワ
て
い
る
。

京均者市 第一表市制施行止び市域拡張状況
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云たそ瞥 (地方行政調査委員会議編.町村合併由理論と実際〕
部もれ発 、一一
審ω ぞ展

てれ上
市日あ府白
をる県不
と。古J均

り明上衡
入治市白

れ一部実
回会情

明年、に
治に郡対
三は部応
二東会し
年京を得
に府分る
は、ちょ
兵大、う

庫阪負に
県府担

、 白 両

こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
大
都
市
白
発
展
と
モ
の
市
域
白
拡
張
で
あ
る
。
名
古
屋
市
、
大
阪

市
は
大
正
十
年
と
十
四
年
に
モ
れ
ぞ
れ
拡
穫
を
実
現
し
た
。
京
都
市
東
京
市
は
や
や
お
く
れ
て
昭
和
六

年
と
七
年
に
実
現
し
た
。
大
都
市
白
発
展
は
、
モ
の
周
辺
の
農
村
を
住
宅
、
商
業
、
工
場
地
帯
に
急
激

に
変
貌
さ
せ
、
同
時
に
経
済
構
造
の
急
激
疋
変
化

に
よ
る
矛
盾
を
累
積
さ
せ
て
、
モ
白
地
帯
主
市
域

に
編
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
た
事
態
を
生
み
出

す
。
こ
う
い
う
大
都
市
白
膨
肢
と
農
村
白
「
都
市

化
」
は
、
己
白
時
期
に
さ

b
に
い
わ
ゆ
る
府
県
三

部
経
済
制
を
次
々
に
撤
廃
古
せ

τい
っ
た
。
府
県

一
部
経
済
制
と
は
大
都
市
所
在
の
府
県
に
沿
い
て

iLJ「ム川大正7]昭和5

1主I
TT|!日付税|問

l マ元司 (?ftrl〈?思河野



愛
知
県
、
広
島
県
に
も
適
用
さ
れ
た
。

(
藤
田
武
売
、
日
本
地
方
財
政
亮
民
車
、
一
一
二
一
三
三
三
三
頁
)
と
と
ろ
が
大
豆
期
に
治
け
る
上
述
白

よ
う
な
市
域
拡
張
と
農
村
の
都
市
化
の
勢
い
は
、
ま
づ
大
正
一
四
年
大
阪
市
の
市
域
拡
張
の
行
わ
れ
た
年
に
同
府
D
三
部
経
済
制
を
廃

止
吉
せ
、
つ
づ
い
℃
昭
和

-
O年
ま
て
神
奈
川
、
広
島
、
京
都
、
東
京
等
の
府
県
の
モ
れ
を
消
滅
さ
せ
た
。
私
達
は
こ
の
時
期
の
「
都
.

市
型
」
合
併
が
府
県
制
由
一
部
の
変
革
主
招
来
し
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

農
村
白
「
都
市
化
」
が
直
に
町
村
合
併
を
実
現
さ
せ
る
も
白
て
は
な
加
。
い
わ
ゆ
る
「
経
済
圏
と
行
政
圏
と
白
矛
盾
」
が
深
化
し
た

時
に
、
は
じ
め
て
合
併
を
実
現
さ
せ
る
条
件
が
生
み
出
さ
れ
る
。
に
う
W
う
矛
盾
白
発
展
過
程
を
一
般
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
農
村

白
「
都
市
佑
」
、
そ
れ
は
ま
づ
人
口
の
増
大
、
農
業
人
口
白
減
少
、
農
村
的
な
社
会
関
係
D
急
速
な
解
体
、
地
代
、
家
賃
そ
白
他
寄
生

的
所
得
に
依
存
す
る
階
級
と
賃
銀
労
働
者
、
サ
一
フ

F
l
マ
ン
階
級
白
増
大
左
ど
で
あ
る
。
こ
む
よ
う
な
住
民
関
係
白
変
化

κ対
応
し
て

都
市
計
画
法
‘
借
地
借
家
法
、
救
貧
法
、
職
業
紹
介
所
法
、
市
街
地
建
築
法
、
伝
染
病
予
防
法
、
汚
物
掃
除
法
、
其
他
種
々
の
警
察
的
、

行
政
的
規
制
が
拡
大
さ
れ
る
。
こ

ω都
市
的
法
域

ω拡
大
は
、
い
ま
ま
で
の
農
村
行
政
山
中
に
、
都
布
的
行
政
臼
童
土
拡
大
さ
せ
る
こ

と
に
在
っ

τ、
行
政
白
内
部
矛
盾
を
高
め
る

ωて
あ
る
。
こ

ω矛
屑
は
財
政
白
中
に
明
確
に
よ
み
と
れ
る
数
量
に
な
ワ
て
あ
b
わ
れ
る

白
て
あ
る
が
、
い
ま
か
つ
て
の
東
京
市
周
辺

ω
一
村
(
志
村

)ω
事
情
を
見
ょ
う
。
大
正
一
二
年
以
降
の
人
口
の
増
大
は
、
東
京
大
震
災

に
よ
っ

τ市
符
地
人
口
が
流
入
し
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
交
通
キ
商
工
業
の
発
達
が
そ
れ
に
伴
っ

τい
る
。
し
か
し
人
日
増
大
白
割
合

よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
財
政
規
模
が
拡
大
し
た
ロ
そ
の
結
果
ま
た
人
口
一
人
当
り
の
予
算
額
も
人
口
増
加
率
以
上
K
激
増
し
て
い
る
。

周
辺
農
村
は
い
ま
ま
干
大
都
市
の
矛
盾
と
階
級
対
立
を
ひ
き
う
け
な
け
れ
ば
た

b
左
い
が
、
己
れ
に
伴
う
行
財
政
力
が
た
い
と
い
う
深
刻

た
矛
盾
に
お
ち
い
る
。

己
白
矛
盾
を
打
開
す
る
た
め
に
周
辺
町
村
よ
り
都
市
編
入
の
要
求
が
お
己
っ
て
く
る
。

い
ま
東
京
市
域
拡
張

「
東
京
市
に
於
け
る
復
興
事
業

ω
完

主
要
望
す
る
隣
接
五
郡
八
ニ
ケ
町
村
市
域
拡
張
を
必
要
と
す
る
理
由
害
白
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

町
村
骨
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

三
五
五

第
五
号

七



一
人
口
一
人

一

当

予

算

額

五
、
八
五
四
人
一
二
・
入
九

六
、
六
回
じ
一
八
・
六
二

九
、
入
九
四
一
一
入
・

0
九

一
o、
八
七
一
一
一
四
・

0
凹

(
宮
村
郷
土
龍
)

此
種
事
業
の
為
め
支
臥
す
る
経
費
は
昭
和
六
年
に
於
て
僅
か
に
五
十
万
円
に
還
す
る
の
み
、
之
を
東
京
市
白
一
千
一
一
百
万
円
白
社
会
事

業
費
総
額
に
比
す
れ
ば
如
何
に
其
の
県
隔
の
甚
し
き
か
を
知
る
べ
し
、
・
・
抜
に
市
域
を
拡
張
し
て
社
会
政
策
の
普
遍
化
を
図
担
、
社

町
村
令
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

一λ
S
村
財
政
、
人
口
の
推
移

む
引
制
」

一
六
、
九
一
七
円
一

五
=
、
一
一
一
一
五
一

一
七
九
、

O
Q
六
一

一
主
一
一
、
六
=
一
六
一

人

ロ

第
七
十
九
巻

第
五
号

一五六

J、

成
後
は
、
布
内
の
細
民
階
級
は
隣
接
町
村
に
退
出
さ
れ
た
る

観
あ
り
、
不
良
住
宅
地
域
白
如
き
も
東
京
市
を
閏
悼
惜
す
る
現

状
に
し

τ、
市
内
の
要
保
護
世
帯
は
三
方
余
を
維
持
し
十
年

前
と
大
差
な
き
に
反
し
、
郡
部
に
在
り
て
既
に
其
の
数
四
万

八
千
世
帯
に
達
せ
り
、
而
か
も
隣
接
町
村
白
社
会
事
業
は
微

々
と
し
て
振
は
ず
、
隣
接
豆
郡
八
十
二
ケ
町
村
を
合
す
る
も

会
不
安
を
除
去
す
る
と
共
に
進
ん
て
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
以
て
帝
都
の
体
面
を
維
持
す
る
の
要
極
め
て
切
実
た
る
も
の
あ
り
。
」

(
東
京
市
校
所
縮
、
東
京
市
域
拡
張
虫
、
五
り
一
頁
)
こ
こ
に
語
b
れ
て
い
る
も
む
は
、

「
行
政
圏
と
生
活
圏
と
の
問
白
矛
盾
」

〔
林
忠
雄
、

市
町
村
合
併
の
二
つ
の
品
酷
位
に
つ
い
て
、
自
治
研
究
、
第
六
巻
、
第
一
一
一
号
)
と
い
う
よ
う
な
た
ん
た
る
量
的
た
矛
盾
て
は
な
く
て
、
農
村
的
.

行
財
政
と
都
市
的
経
済
構
造
、
さ
ら
に
農
村
的
行
政
と
都
市
的
行
政
と
の
聞
の
質
的
矛
盾
て
あ
る
。
こ
う
い
う
形
の
鋭
い
矛
盾
で
た
く

て
も
、
「
都
市
型
」
合
併
に
つ
い
て
一
般
的
に
み
ら
れ
る
白
は
、
町
村
白
教
育
財
政
の
問
題
て
あ
る
c

大
都
市
周
辺
の
農
村
に
都
市
人

口
が
流
れ
こ
み
、
そ
こ
が
住
宅
地
帯
化
す
る
に
つ
れ
て
、
小
学
校
児
童
が
激
増
す
る
、
校
舎
や
教
育
施
設
を
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
こ
ろ
が
農
村
財
政
の
歳
入
構
造
の
方
は
国
家
の
規
制
を
う
け
て
そ
う
急
速
に
こ
れ
を
改
め
、
歳
入
を
た
か
め
る
こ
と
は
出
来
な

い
、
と
の
よ
う
な
矛
盾
は
大
阪
市
周
辺
の
町
村
に
も
郊
外
電
車
の
発
達
に
つ
れ
て
あ

b
わ
れ
て
空
た
。
こ
れ
ら
の
行
財
政
の
矛
盾
が
累

積
し
て
、
町
村
理
事
者
を
大
都
市
編
入
へ
と
か

D
た
て
る
の
で
あ
る
。



都
市
佑
し
た
農
村
の
理
事
者
や
議
員
D
行
動
と
関
連
し
て
考
え

b
れ
ね
ば
た

b
な
い
の
は
、
農
村
の
旧
支
配
者
層
、
特
に
地
主
階
級

の
動
向
て
あ
る
。
と
こ
ろ
で
先
に
白
ベ
た
東
京
市
周
辺
五
郡
に
治
け
る
職
員
別
人

μ
構
成
の
推
移
を
大
豆
か
ら
昭
和
へ
白
期
間
を
と
っ

て
見
る
と
次
の
よ
う
て
あ
る
。
第
凶
表
、
各
職
業
人
口
白
絶
対
数
か
ら
み
る
と
、
農
業
主
筆
頭
と
し

τ、
鉱
、
水
産
業
人
口
白
減
少
が

目
立
ち
、
商
業
、
公
務
自
由
業
等
の
い
わ
ゆ
る
第
三
次
職
業
人
口

ω
増
加
が
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
「
都
市
化
」
の
傾
向
を
一
不
し
て
い

る
が
、
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
増
加
の
著
し
い
「
無
職
業
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
児
茸
生
徒
等
を
ふ
く
む
も
白
て
、
こ
れ
が
都
市
周

辺
町
村
に
治
け
る
人
口
膨
脹
心
中
核
を
な
し
、
ま
づ
教
育
財
政
の
矛
盾
を
高
め
る
要
因
に
な
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

併
し
己
の
「
無
職
業
」
の
中
に
は
「
小
作
料
、
地
代
、
家
賃
、
有
価
証
券
、
恩
給
年
金
等
に
よ
り
生
活
空
保
障
せ
ら
れ

τ
い
る
も
の
」

(
拡
張
且
、
三
三
九
頁
)
を
多
数
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、

こ
に
て
「
都
市
化
」
し
つ
つ
あ
る
地
域
白
地
主
層
及
び
そ
れ
か

b
離
脱
し
、

ま
た
は
離
脱
し
よ
う
と
し
て
い
-O
諸
々
の
寄
生
的
階
級
が
問
題
に
な
る
て
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
云
え
ば
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け

て
農
村
に
お
け
る
地
価
は
停
滞
傾
向
を
た
ど
り
、
地
租
モ
の
他
白
土
地
課
税
山
主
庄
が
訴
え
ら
れ

τ
い
る
に
反
し
て
、
都
市
宕
よ
び
そ

の
近
郊
の
地
価
は
暴
騰
し
て
、
公
定
地
価
の
固
定
性
に
鍛
み
土
地
増
価
税
中
間
地
税
臼
必
要
が
感
ん
に
論
4
1
ら
れ
て
い
る
と
H
う
対
照
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村
型
」
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七
十
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七

第
五
号
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町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

三
五
人

車
五
号

。

を
し
め
し
て
い
た
。

(
問
中
院
大
郎
、
地
方
税
研
究
、
神
戸
正
雄
、
土
地
域
価
税
論
)
勿
論
と
の
地
価
の
昂
騰
は
都
市
周
辺
の
農
村
が
都
市
の

膨
脹
に
と
も
な
い
住
宅
地
帯
、
工
場
地
帯
と
な
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
従
ヮ
て
そ
の
地
帯
の
地
主
階
級
は
相
対
的
に
不
利
益
た
農

地
を
す

τ、
専
ら
住
宅
地
代
、
建
築
地
代
白
取
得
者
と
た

p
、
土
地
売
買
に
よ
る
寄
生
的
利
得
の
収
得
者
と
た
る
ほ
か
り
で
た
く
、
さ
ら

に
自
ら
か
か
る
都
市
圏
拡
大
白
推
進
者
と
も
な
る
白
て
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
「
東
京
市
域
拡
張
史
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
・
・
:
価
格
山
低
廉
忘
る
岡
畑
地
主
所
有
し
て
い
た
地
主
階
殺
は
、
地
価
の
騰
貴
に
よ
り
十
数
年
士
出
て
ず
し
て
資
産
家
の
位
置
に
列

す
る
様

κな
っ
た
。
即
ち
東
京
市
内
に
比
し
て
僅
か
に
低
廉
で
あ
る
程
度
の
地
価
生
以
て
郊
外
進
出
者
に
分
譲
し
、
或
は
そ
れ
と
同
程

度
心
地
代
主
以
て
賃
貸
し
、
相
当
多
額
四
利
益
主
あ
げ
る
に
至
っ
た
。
勿
論
か
か
る
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
農
作
物

白
収
益
よ
り
も
、
己
れ
主
宅
地
と
し
て
賃
貸
し
て
得
る
地
代
田
方
が
遥
か
に
有
利
な
る
こ
と
は
云
う
迄
も
た
い
。
或
は
会
社
組
織
を
有

す
る
土
地
売
買
業
者
の
出
現
を
見
、
益
々
土
地
処
分
の
営
業
化
を
見
る
に
至
フ
た
白
て
あ
る
。
・
此
等
の
収
益
は
理
由
当
然
と
し
て

投
資
と
な
り
、
地
主
及
び
資
本
家
は
更
に
空
地
に
住
宅
を
建
築
し
℃
、
郊
外
に
住
居
を
求
め
る
人
々
に
提
供
し
、
又
一
方
に
於
て
土
地

D
発
展
主
計
、
回
ん
が
為
め
下
水
、
道
路
白
施
設
を
施
し
、
或
は
又
郊
外
移
住
者
に
し
て
小
資
本
を
投
じ

τ貸
家
主
建
築
す
る
者
の
輩
出

す
る
を
見
る
に
至
ッ
た

ωて
あ
る
。
」
(
同
書
三
二
回
ー
l
三
二
亙
頁
)
ま
た
同
書
に
は
郊
外
電
鉄
白
発
展
に
伴
い
沿
線
白
地
主
が
会
社
白
株

主
と
た
り
、
会
社
が
担
問
線
に
住
宅
地
を
経
営
し
た
り
、
そ
白
他
沿
線
地
域
主
開
発
す
る
こ
と
を
援
助
し
た
こ
と
が
記
吉
れ
℃
い
る
e

(
同
番
人
五
頁
)
同
様
な
例
は
名
古
屋
市
近
郊
稲
沢
町
の
地
主
の
設
立
し
た
地
方
銀
行
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
銀
行
は
一
方

て
土
地
建
物
を
担
保
と
す
る
貸
付
か
ら
次
第
に
有
価
証
券
投
資
へ
と
向
う
と
と
も
に
、
他
方
て
土
地
か
ら
離
脱
し
つ
つ
あ
る
地
主
の
資

本
を
集
め
て
増
資
す
る
。
大
正
末
期
に
同
銀
行
は
地
主
層
と
く
ん
で
稲
沢
土
地
住
宅
株
式
会
社
と
稲
沢
田
園
住
宅
株
式
会
社
と
を
設
立

す
る
。
そ
の
目
的
白
一
ワ
は
地
主
小
作
白
対
抗
関
係
を
、
会
社
対
小
作
の
関
係
に
切
換
え
、
地
主
の
抵
抗
力
士
倍
加
す
る
己
と
で
あ
り
、



転
身
さ
せ
る
こ
と
に
あ
ジ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

伯
は
こ
山
地
域
へ
鉄
道
由
誘
致
を
し
、
名
古
屋
市
郊
外
に
住
宅
地
帯
を
つ
く
り
、
地
主
主
耕
作
地
代
取
得
者
よ
り
建
築
地
代
取
得
者
に

(
摂
荘
隆
一
、
地
主
的
地
方
融
行
の
性
格
と
棉
問
、
農
業
綜
骨
研
究
、
車
九
巻
、
第
四
号
〉

以
上
何
れ
白
例
も
相
対
的
に
不
利
た
農
地
白
所
有
か

b
更
に
寄
生
的
な
階
級
へ
と
転
身
し

τ行
〈
地
、
土
階
級
の
動
向
を
物
語
つ
亡
い

る
。
そ
う
し

τ
こ
の
地
主
白
行
動
が
同
時
に
「
都
市
型
」
合
併
の
経
済
的
な
基
盤
を
形
成
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
己
と
を
も
示
し
亡
い

る
。
名
占
屋
巾
近
郊
白
例
て
は
地
主
主
乙
の
行
動
に
か
り
た
℃
る
要
因
白
一
つ
に
地
主
対
小
作
の
対
立
関
係
白
あ
る
こ
と
が
閉
確
に
さ

れ
て
い
る
。
東
京
市
近
婦
の
例
て
は
、
己
白
点
が
特
に
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
白
代
り
都
心
部
か
ら
農
村
部
へ
と
安
価
な
生

活
主
求
め
て
あ
ふ
れ
出
し
た
サ
ラ
リ
ー

y
y
f
無
産
者
白
大
群
が
寄
生
的
階
級
に
対
す
る
圧
力
に
な
っ
℃
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
「
・
中
産
階
級
及
び
中
産
階
級
以
下

ω新
た
な
る
移
住
者
は
担
税
カ
に
乏
き
人
々
な
る
に
拘
ら
ず
其
反
面
に
於
て
却
え
っ
て
社

会
的
施
設
を
要
求
す
る
己
と
切
実
な
も
白
が
あ
っ
た
:
。
」
〈
東
京
且
拡
張
且
三
三
一
一
一
頁
)
こ
う
し
て
近
郊
農
村
で
は
施
設
は
し
な
け
れ

ば
な

b
ず
、
税
は
と
れ
な
い
と
い
う
矛
盾
に
陥
り
、
合
併
の
直
接
的
な
原
因
て
あ
る
財
政
的
危
機
が
深
化
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
白
例

は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
何
れ
の
場
合
て
も
農
村
白
経
済
構
造
と
階
叡
関
係
は
変
化
し
、

「
地
主
的
自
治
」
が
完
全
に

破
れ
去
っ
た
事
実
主
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
己
己
で
私
達
は
は
じ
め
て
「
都
市
型
」
合
併
と
「
農
村
型
」
合
併
を
つ
な
ぐ
一
つ
の

根
本
問
題
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
υ

、

「
農
村
型
」

A
口
併
に
つ
い
て

市
陀
編
入
さ
れ
る
粂
件
が
つ
く
ら
れ
る
u

近
郊
農
村
て
は
ナ
て
に
の
べ
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
の
外
圧
に
よ
っ
て
地
主
制
干
「
地
中
一
的
問
治
」
ほ
急
速
に
く
づ
れ
さ
っ
て
、
都

し
か
し
一
般
農
村
の
問
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
白
内
部
の
変
化
や
矛
盾
は
徐
々
に
進
行
し
、
各

町
村
骨
併
の
「
都
布
型
」

ι
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

五
九

第
五
号



町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
型
」

第
七
十
九
巻

。
第
五
品
。

農
村
は
あ
る
程
度
白
閏
足
性
を
残
し
て
W
る
の
で
、
矛
盾
が
個
々
臼
農
村
の
行
財
政
か
ら
国
家
行
政
の
内
部
に
内
攻
す
る
の
で
な
け
れ

ば
容
易
に
合
併
は
行
わ
れ
な
い
己
と
を
述
べ
た
。
け
れ
ど
も
す
て
に
述
べ
た
地
主
制
の
危
機
や
衰
退
は
、

た
か
ま
ツ
た
大
豆
期
に
、

「
都
市
型
」
合
併
白
件
数
が

一
般
日
農
村
に
も
存
在
し
て
い
た
白
て
あ
る
。

ζ

乙
に
一
一
つ
の
合
併
を
柿
ぷ
共
通
な
基
盤
が
あ
る
。
近
郊
農

村
て
地
主
が
土
地
主
所
有
し
た
ま
ま
で
、
あ
る
い
は
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
形
の
「
資
本
家
」
に
な
っ
て
行
っ
た

と
す
れ
ば
、
一
般
の
農
村
で
は
あ
だ
か
も
己
白
時
期
に
地
主
は
徐
々
に
土
地
企
売
逃
げ
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
つ
に
は
米
価
干
土
地

に
よ
る
収
議
が
己

ω時
期
に
下
落
し
て
き
た
た
め
て
あ
り
、
こ
つ
に
は
小
作
争
議
白
激
化
の
た
め
で
あ
る
。
大
豆
期
か
ら
は
じ
ま
る
自

作
曲
間
創
設
と
維
持

ω
事
業
は
、
政
府
の
力
に
よ
っ
て
地
主
が
地
価
を
維
持
し
た
ま
ま
で
農
民
に
土
地
を
買
取
ら
せ
る
た
め
の
政
策
で
あ

っ
た
と
さ
え
云
わ
れ
℃
い
る
。

け
れ
ど
も
近
郊
農
村
て
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
地
主
が
「
資
本
家
L

に
転
身
す
る
道
は
色
々
ひ

b
け
て
い
る
が
、

一
般
の
農
村
に
お

hvτ
、
特
に
在
村
の
中
小
地
主
に
対
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
等
は
昭
和

ω農
村
恐
慌
が
激
化
す
る
時
期
て
も
小
作
争
議
白
矢
面
に

立
っ
て
頑
張
b
な
け
れ
ば
な
b
な
か
っ
た
。
彼
等
に
ど
う
い
う
転
身
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
相
対
的
に
低
下
す
る
地
主
所

得
を
国
県
の
農
林
補
助
金
に
よ
ヲ

τ埋
合
せ
つ
つ
寄
生
化
し
て
行
く
道
て
あ
る
。
こ
こ
に
阪
本
氏
に
よ
る
己
の
時
期
の
日
木
農
業

ωす

ぐ
れ
た
研
究
か
ら
第
五
表
を
作
成
す
る
。
同
表
に
よ
れ
ば
、
大

E
D
中
期
か

b
昭
和
一
一
年
ま
で
白
期
同
に
農
林
補
助
金
は
会
社
利
益

よ
り
は
白
か
に
早
い
ス
ピ
ー
ド
て
増
大
し
、
小
作
料
所
得
に
く
ら
べ
て
モ
白
七

O
Mに
も
相
当
す
る
主
う
に
な
っ
た
己
と
が
一
目
瞭
然

で
あ
る
u

後
に
も
く
わ
し
〈
考
察
す
る
は
ず
で
あ
る
が
農
林
補
助
金
が
増
加
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
昭
和
一
一
年
噴
に
は
補
助
金
が

多
様
化
し
つ
つ
国
か
ら
村
へ
直
接
来
る
割
合
が
多
く
ψ

な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
地
主
階
級
が
寄
生
化
す
る
ば
か
り
で
泣
く
、
ま
た
村

そ
の
も
の
が
周
家
財
政
に
従
属
す
る
「
寄
生
的
行
政
村
」
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
と
と
ゐ
て
「
農
村
型
」
合
併
の
条
件
を
つ
く
り
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出
す
も
の
は
、
国
家
行
政
の
内
部
に
ま
ぜ
農
村
行
財
政
の
矛
盾
を
内
攻
き
せ
る
と
こ
ろ
の
こ

の
「
寄
生
的
行
政
村
」
の
発
展
て
あ
る
。

す
て
に
述
ベ
た
よ
う
に
明
治
二
一
一
年
の
町
村
合
併
以
来
「
行
政
利
」
の
確
カ
が
期
せ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
地
主
的
自
治
」
を
内
包
す
る
不
完
全
友
も
の
で
あ
っ
た
。

「
地
主
的
自
治
」
の
衰
退
期
に
な
っ
て
、
農
村
内
部
白
矛
盾
の
激
化
に
対
応
し
て
「
行
政
村
」

の
強
化
が
は
か
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
上
述
の
国
家
財
政
に
従
属
し
た
「
容
生
的
行
政
村
」
の

強
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
一
「
民
主
化
」
政
策
は
農
村
に
お
け
る
民
主
的
地
方
向
治

白
発
展
を
助
長
し
た
け
れ
ど
も
、

「
寄
生
的
行
政
村
L

の
一
趨
勢
を
喰
い
と
め
な
か
っ
た
ば
か

70 204 373 291 昭和 11

り
て
な
〈
、
戦
後
長
村
の
危
機
に
対
応
す
る
た
め
「
地
方
自
治
」
の
強
化
と
い
う
掛
声
て
、

実
は
「
寄
生
的
行
政
村
」
を
大
い
に
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
が
大
規
模
な
町

村
合
併
に
よ
っ

τ国
家
機
構
自
体
を
再
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
〈
た
っ
た
原
因
て
あ
る
。

い
ま
こ
の
「
寄
生
的
行
政
村
」
白
成
長
過
程
を
明
治
期
の
「
行
政
材
」
と
比
較
し
つ
つ
、
観

察
し
て
み
よ
う
。
そ
臼
場
合
、
一
応
村
役
場
の
事
務
組
織
の
拡
大
傾
向
が
指
標
に
ち
る
。
た

よ
る
べ
き
資
料
は
各
村
の
「
村
史
」
て
あ
る
が
、

「
村
史
」
の
記
述
に
共
通
社
不
完
全
さ
を

お
ぎ
な
い
づ
っ
述
べ
て
み
よ
う
。
「
明
治
二
年
開
設
し
た
戸
場
役
場
は
民
家
を
買
収
し
、
青
羽
根
一
回
一
呑
地
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。

草
屋
根
に
紙
の
障
子
を
は
め
た
建
物
て
三
十
数
年
間
村
政
が
と
り
行
わ
れ
、
村
民
に
親
し
ま
れ
て
来
た
。
始
め
て
戸
長
と
補
助
白
克
員

に
よ
っ
て
扱
は
れ
た
村
政
も
、
町
村
制
の
突
施
に
よ
っ
て
役
場
に
村
長
、
助
役
、
収
入
役
と
二
名
白
書
記
が
治
か
れ
自
治
体
と
し
て
行

町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と
「
農
村
製
」

第
七
十
九
巻

第
五
号



町
村
合
併
の
「
都
市
型
」
と

1

農
村
型
」

第
七
十
九
巻

六

第
五
号

四

政
機
構
が
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
ぜ
あ
る
O
L

〔
中
狩
野
村
氏
、
昭
和
三
八
年
)
明
治
の
「
行
政
村
L

は
こ
れ
で
一
応
事
務
組
織
由
形
を
モ

必
な
え
た
が
、
明
治
の
三

O
数
年
間
草
屋
根
と
紙
障
子
と
い
う
佼
場
白
休
裁
で
「
村
民
に
親
ま
れ
て
き
た
」
と
い
う
か
ら
、

H
か
に
も

「
地
主
的
自
治
」
の
牧
歌
的
風
景
を
物
語
っ
て
い
る
。
勿
論
と
白
「
行
政
村
」
の
水
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
部
落
機
構
が
存
在
し
た
と
と

は
忘
れ
て
は
た

b
な
h
。
さ
て
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐

b
〈
大
正
か
ら
昭
和
朗
へ
か
け
て
「
役
場
白
事
務
は
会
計
、
税
務
、
庶
務
、

議
事
、
選
挙
、
学
事
、
戸
籍
、
土
地
、
兵
事
、
社
寺
、
勧
業
、
土
木
、
衛
生
等
に
分
れ
・
:
:
大
平
洋
戦
後
は
社
寺
、
兵
事
は
廃
止
さ
れ
、

新
た
に
厚
生
が
加
え
ら
れ
た
。
町
村
和
実
施
当
初
白
頃
事
務
は
極
め
て
簡
易
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
村
政
由
伸
張
と
時
代
の
進
還
は
次

第
に
事
務
量
の
増
加
を
来
た
し
、
終
に
終
戦
後
発
布
さ
れ
た
新
憲
法
の
精
神
打
基
い
て
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
日
実
施
に
よ
り

村
政
は
議
決
、
施
行
白
二
機
関
に
確
然
と
分
離
さ
れ
て
、
両
A

あ
い
ま
っ
て
村
政
の
運
営
に
当
る
と
と
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二

七
年
五
月
に
は
村
内
有
線
放
送
を
開
始
し
、
各
区
と
役
場
、
農
協
主
結
ぶ
私
設
電
話
を
も
架
し
、
弘
報
の
一
一
献
を
設
け
て
村
政
の
徹
底

を
期
す
る
こ
と
と
在
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
事
務
量
は
著
し
く
増
加
し
、
現
在
は
村
長
以
下
三
一
一
名
の
職
員
が
執
務
し
て
い
る
。
更
に
森

林
組
合
、
林
業
吏
員
派
出
所
、
食
糧
吏
員
派
同
所
、
狩
野
地
区
農
業
改
良
普
及
事
務
所
等
も
牧
場
内
に
設
置
さ
れ
、
夫
々
の
職
員
が
吏

員
と
協
力
し
て
村
の
産
業
経
済
の
面
に
活
動
し
て
い
る
よ
〈
前
掲
書
)

村
役
場
の
事
務
組
織
の
一
拡
大
は
村
々
に
よ
っ
て
相
当
事
情
が
異
っ
て
い
る
が
、

一
般
的
な
趨
勢
は
右
の
記
述
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ

な
恒
己
と
は
在
加
。
次
に
二
つ
の
村
の
歴
史
か
ら
行
政
組
織
の
拡
大
と
人
口
の
増
大
と
を
比
較
し
た
も
白
を
あ
げ
て
み
工
う
。
村
史
の

記
述
は
精
粗
の
一
別
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
傾
向
を
数
量
的
に
確
認
す
る
と
と
が
出
来
る
と
思
う
。

と
こ
に
掲
げ
た
両
村
と
も
大
E
期
治
よ
び
昭
和
戦
前
期
の
事
務
組
織
白
記
録
を
欠
く
の
で
、
甚
だ
不
保
全
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
村

役
場
が
一
般
的
に
み
て
大
正
末
期
か
ら
聞
和
朗
に
入
っ
て
増
員
を
行
っ
た
ば
か
り
で
左
〈
、
様
々
の
外
部
団
体
の
事
務
を
も
寸
沿
い
こ



第
六
表

村
俊
易
事
番
組
織
と
人
日
の
推
移

[一手ムii\l~1 日 村

事誹組融日

村長 M 同人|村長 1 2，8072人0) 
明

助 役衛庶止務、.土学木事 1
〔間泊41) 〔明拍

助役 1 

f古 収入佼国向税納、.村管税理 1 収入役 1 

期
書記長襲、兵事 1 書記 2 

計 4 計 5 

村長 ~ Ic昭2，和90田1〉
村長 1 

〈昭3，和44225〉
助俊

助 役耕庶務地.、土日赤木 1
枚入役 l 

昭

香 白庶書務去、、戸消籍防 1
枚入視税務、議会 1

書記霊童‘厚生 1

，0 
M 動統業計.学事 1

" 
土地、税務 1
消防

n 農業 2 " 衛生.配給

期

" 
衛生、弘報 1 " 戸籍、受付 1

戦
社会福祉

" 教育 1 

" 税務 2 

" 農業 1 
仰 税建築務、土木 1

H 配給登録 1 

言f 12 計 9 

(昭和27)

(
備
幸
)

両
村
と
も
三
投
、
書
記
以
升
に
雇
員
或
は
使
T
数
名
。

〈
玉
幡
村
誌
、
本
抑
村
誌
に
拠
る
)

町
村
合
併
の
「
都
布
製
」
と
「
農
村
型
」

ノ、

部
五
号

軍
七
十
九
器

五



町
村
合
併
り
「
都
布
型
」
と
「
良
村
型
」

第
七
十
九
春

ノ、
凹

捕
五
且
ツ

」ノ、

ん
だ
事
実
か
ら
、
町
村
制
施
行
後
大
正
期
ま
ぞ
の
か
た
hJ
長
い
期
閣
を
事
務
組
織
の
規
模
を
変
え
た
い
J

ー
や
っ
て
き
た
己
と
は
推
炉
出

来
る
α

さ
て
と
の
両
村
と
も
五

O
年
乃
至
六

0
年
間
に
人
口
が
一
・
三
乃
至
一
・
七
倍
し
か
ふ
え
て
い
た
い
の
に
、
役
場
の
人
員
が
一
一

倍
乃
至
三
倍
に
ふ
く
れ
上
っ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
ま
だ
事
の
表
面
だ
け
イ
あ
っ
て
、
官
僚
機

構
の
膨
脹
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
こ
の
他
に
戦
後
の
様
々
の
委
員
会
の
成
立
が
あ
げ
ら
れ
る
。
↑
村
の
如
斉
一
は
、
農
説
委
員
会
ニ

O

人
、
民
生
委
員
会
七
人
、
耕
地
配
水
委
員
会
一
一
一
人
、
消
防
委
員
会
一

O
入
、
地
方
病
撲
滅
委
員
会
一
=
~
人
、
固
定
資
産
評
何
委
員
会

四
人
、
税
務
協
力
委
員
会
一
七
人
、
選
挙
管
理
委
員
会
八
人
等
を
も
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
き
さ
白
第
三
表
に
示
さ
れ
弁

S
村
(
近
郊

農
村
)
て
は
大
玉
七
年
か
ら
昭
和
初
期
主
て
の
一
わ
づ
か
十
年
間
に
人
口
は
二
倍
、
財
政
規
模
は
一

O
倍
に
た
っ
て
い
る
白
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
あ
げ
た
「
農
村
型
」
に
比
較
し
て
、
は
る
か
に
は
げ
し
い
矛
盾
の
累
積
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
イ
あ
る
。
し
か
し
も
じ
も
村
役

場
の
事
務
組
織
の
拡
大
金
昭
和
戦
前
か
ら
戦
後
へ
観
察
し
て
み
る
左

b
ば
、
農
村
人
口
の
緩
漫
な
増
加
趨
勢
陀
対
比
し
て
農
村
官
僚
機

構
の
相
当
急
激
左
膨
脹
よ
り
が
明
か
に
託
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
戦
後
の
町
村
合
併
ゼ
村
の
「
消
費
的
経
費
」
白
節
約
が
強
調
き
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。

後
記
、
本
稿
は
三

0
年
度
、

ヱ
一
年
度
に
わ
た
り
交
付
を
う
け
て
き
た
試
験
研
究
費
に
よ
る
「
町
村
合
併
の
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
本
研
究
は
第

一
部
、
明
治
、
大
正
期
に
お
け
る
町
村
合
併
肱
策
、
第
二
部
、
町
村
合
併
と
農
村
財
政
の
変
貌
、
第
三
部
、
岡
村
合
件
と
金
有
林
野
白
夜
遅
、
に
分
れ

日
ゐ
致
定
で
あ
る
。
木
稿
は
筆
者
の
担
当
し
た
繁
二
部
の
序
説
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
主
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
れ
ま
と
め
て
理
表
す
Q

計
画
で
あ
る
。




